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家
電
製
品
の
再
商
品
化
等
（
リ
サ
イ

ク
ル
）
を
定
め
た
「
特
定
家
庭
用
機
器

再
商
品
化
法
（
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
）」

が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
廃
家
電

の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
、
製
造
業
者

等
及
び
小
売
業
者
に
義
務
が
課
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

使
用
済
み
家
電
製
品
の

処
理
を
め
ぐ
る
課
題

現
在
、
一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

家
電
製
品
は
、
そ
の
約
八
割
は
小
売
業

者
に
よ
っ
て
、
残
り
の
約
二
割
は
市
町

村
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
て
い
ま
す
。
回

収
さ
れ
た
後
は
、
お
お
よ
そ
そ
の
半
分

が
直
接
埋
め
立
て
さ
れ
、
残
り
は
破
砕

処
理
さ
れ
ま
す
が
、
一
部
金
属
分
の
回

収
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
も
の

の
、
ほ
と
ん
ど
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
の

が
現
状
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
破

砕
処
理
さ
れ
た
残ざ
ん

渣さ

等
を
埋
め
立
て
る

最
終
処
分
場
は
、
近
年
、
非
常
に
逼
迫
ひ
っ
ぱ
く

し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、

廃
棄
物
の
減
量
と
有
用
な
部
品
・
素
材

の
再
商
品
化
等
を
図
り
、
循
環
型
経
済

社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
新
し
い
再
商

品
化
の
仕
組
み
を
規
定
し
た
特
定
家
庭

用
機
器
再
商
品
化
法
が
、
平
成
十
年
五

月
に
成
立
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日

か
ら
本
格
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

法
律
の
概
要

１
目
　
的

小
売
業
者
、
製
造
業
者
等
に
よ
る
家

電
製
品
等
の
廃
棄
物
の
収
集
、
再
商
品

化
等
に
関
し
、
こ
れ
を
適
正
か
つ
円
滑

に
実
施
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
及

び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
を
図

り
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

２
対
象
機
器

家
電
製
品
を
中
心
と
す
る
家
庭
用
機

器
か
ら
、

①
市
町
村
等
に
よ
る
再
商
品
化
等
が
困

難
で
あ
り
、

②
再
商
品
化
等
を
す
る
必
要
性
が
特
に

高
く
、

③
設
計
、
部
品
等
の
選
択
が
再
商
品
化
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造
業
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者
に
廃
家
電
回
収
を
義
務
化

施策
の
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等
に
重
要
な
影
響
が
あ
り
、

④
配
送
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
小
売
業
者

に
よ
る
収
集
が
合
理
的
で
あ
る

も
の
を
対
象
機
器
と
し
て
政
令
で
指
定

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗

濯
機
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
四
条
件
を

満
た
す
こ
と
か
ら
、
平
成
十
年
十
二
月

に
こ
れ
ら
四
品
目
を
当
初
の
対
象
機
器

と
し
て
指
定
し
ま
し
た
。

３
関
係
者
の
役
割

(1)
製
造
業
者
及
び
輸
入
業
者

（
製
造
業
者
等
）

①
引
取
り
義
務

製
造
業
者
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
指

定
し
た
引
取
場
所
に
お
い
て
、
自
ら

が
製
造
等
し
た
対
象
機
器
の
廃
棄
物

の
引
取
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

そ
れ
を
引
き
取
り
ま
す
。
引
取
場
所

に
つ
い
て
は
、
対
象
機
器
の
廃
棄
物

の
再
商
品
化
等
が
能
率
的
に
行
わ

れ
、
小
売
業
者
・
市
町
村
か
ら
の
円

滑
な
引
渡
し
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適

正
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
再
商
品
化
等
実
施
義
務

製
造
業
者
等
は
、
引
き
取
っ
た
対
象

機
器
の
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
少
な
く

と
も
以
下
の
基
準
以
上
の
再
商
品
化

等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

エ
ア
コ
ン
…
…
六
〇
％

テ
レ
ビ
…
…
…
五
五
％

冷
蔵
庫
…
…
…
五
〇
％

洗
濯
機
…
…
…
五
〇
％

ま
た
、
製
造
業
者
等
は
、
再
商
品

化
等
の
実
施
の
際
に
、
エ
ア
コ
ン
と

冷
蔵
庫
に
含
ま
れ
る
冷
媒
用
フ
ロ

ン
・
代
替
フ
ロ
ン
を
回
収
し
て
、
再

利
用
又
は
破
壊
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

(2)
小
売
業
者

①
引
取
り
義
務

小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
排
出
者
か
ら
対
象
機
器

の
廃
棄
物
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

ア

自
ら
が
過
去
に
小
売
販
売
を
し

た
対
象
機
器
の
廃
棄
物
の
引
取
り

を
求
め
ら
れ
た
と
き

イ
　
対
象
機
器
の
小
売
販
売
に
際

し
、
同
種
の
対
象
機
器
の
廃
棄
物

の
引
取
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き

②
引
渡
し
義
務

小
売
業
者
は
、
対
象
機
器
の
廃
棄

物
を
引
き
取
っ
た
と
き
は
、
中
古
品

と
し
て
再
利
用
す
る
場
合
を
除
き
、

そ
の
対
象
機
器
の
製
造
業
者
等
（
そ

れ
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
指
定
法
人
）

に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(3)
消
費
者

消
費
者
は
、
対
象
機
器
の
廃
棄
物
の

再
商
品
化
等
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
小
売
業
者
に
適
切
に
引
き
渡
し
、
収

集
・
再
商
品
化
等
に
関
す
る
料
金
の
支

払
い
に
応
ず
る
等
本
法
に
定
め
る
措

置
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(4)
市
町
村

市
町
村
は
、
そ
の
収
集
し
た
対
象
機

器
の
廃
棄
物
を
製
造
業
者
等
（
又
は
指

定
法
人
）
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
ま

す
（
た
だ
し
、
自
ら
再
商
品
化
等
を
行
う

こ
と
も
可
能
）。

４
費
用
請
求

①
製
造
業
者
等
は
、
対
象
機
器
の
廃
棄

物
を
引
き
取
る
と
き
は
、
引
取
り
を

求
め
た
者
に
対
し
、
そ
の
対
象
機
器

の
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
に
関
す
る

料
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
十
二
年
九
月
に
、
松
下
電
器
産

業（
株
）、（
株
）東
芝
、（
株
）日
立
製
作

所
、三
菱
電
機（
株
）、三
洋
電
機（
株
）、

シ
ャ
ー
プ（
株
）、
ソ
ニ
ー（
株
）、（
株
）

富
士
通
ゼ
ネ
ラ
ル
及
び
日
本
ビ
ク
タ

ー（
株
）
か
ら
前
記
再
商
品
化
等
に
関

す
る
料
金
が
以
下
の
と
お
り
発
表
さ

れ
ま
し
た
。

エ
ア
コ
ン
…
…
三
千
五
百
円

テ
レ
ビ
…
…
…
二
千
七
百
円

冷
蔵
庫
…
…
…
四
千
六
百
円

洗
濯
機
…
…
…
二
千
四
百
円

②
小
売
業
者
は
、
対
象
機
器
の
廃
棄
物

を
引
き
取
る
と
き
は
、
中
古
品
と
し

て
再
利
用
す
る
場
合
を
除
き
、
排
出

者
に
対
し
そ
の
対
象
機
器
の
廃
棄
物

の
収
集
及
び
製
造
業
者
等
に
よ
る
再

商
品
化
等
に
関
す
る
料
金
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（

通
商
産
業
省
）

時の動き●2000.11
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